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○岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例

平成１３年３月２３日

条例第４号
(趣旨）

第１条この条例は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１００条
第１３項及び第１４項の規定に基づき、岡崎市議会(以下「議会」とい
う。）の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務
調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象）

第２条政務調査費は、議会における会派又は会派に属さない議員
(以下「会派等」という。）に対して交付する。

(政務調査費の額等）

第３条会派等に交付する政務調査費の額は、会派に交付する場合

に当たっては各月の初日（以下「基準日」という。）に会派に属す

る議員の数（以下「所属議員数』という。）に月額５万円を乗じて得

た 額とし、会派に属さない醗員 に あ た っ て は 、 議 員 １ 人 当 た り 月 額

５万円とする。

月の途中において新たに結成され た 会 派 に 対 し は 、 結 成 さ れ た 日 の

属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、その日の属す

る月分）から政務調査費を交付する。

基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解

散により議員でなくなったときは、その日の属．する月分の政務調査

費は交付しない。

基準日において会派から脱会若しくは除名又は会派の解散により会

派に属さない議員については、第１項の所属員数に含まないものと

する。

政務調査費の交付を受けようとする会派等は、規則で定めるところ

により市長に申請しなければならない。．

(異動等に伴う政務調査費の調整）

第４条政務調査費の交付を受けた蟻員が年度の途中において趣議

員でなくなったときは、交付を受けた月分のうち、議員でなくなっ

た日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場合は、その日

の属する月分）以後の政務調査費を返還しなければならない。・

政務調査費の交付を受けた会派が、年度途中において所属議員に異

動を生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準

日に当たる場合は、その日の属する月）の末日までに、既に交付し

、
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た政務調査費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務調
査費の額を下回る額を追加して交付し、既に交付した政務調査費の
額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務調査費の額を上回
るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
３政務調査費の交付を受けた会派が、年度途中において解散したとき
は、会派は解散の日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる
場合は、その日の属する月分）以後の政務調査費を返還しなければ
ならない。

（使途基準）

第５条会派等は、政務調査費を別表に定める使途基準に従い使用

するものとする。ただし、次に掲げる経費については使用すること

ができない。

(1)党費その他政党活動に要する経費

(2)慶弔費、見舞金その他の交際的活動に要する経費

(3)前２号に掲げる経費のほか、議長が政務調査費の使途に適さない

ものと認め る 経 費

（経理責任者）

第６条会派は、適正な政務調査費の経理を確保するため、会派に

属する議員のうちから、経理責任者を定めなければならない。

２経理責任者及び会派に属さない議員（以下「経理責任者等」という。）

は、議長が定める政務鯛査費の収支に係る事項を記載した会計帳簿

を備えなければならない“

３経理責任者等は、政務調査賀として支出をしたときは、その事実を

証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面を徴

さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを

徴し難いときは、この限りでない。

４前項ただし害の場合において、経理責任者等は、当該.支出を証する

書面として、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面を作

成しなければならない。

５，経理責任者等は、第２項に規定する会計帳簿並びに第３項の規定に

より徴した領収書その他の書面及び前項の規定により作成した書面

（以下「領収書等」という。）を、適正に保存しなければならない。

（収支報告書）

第７条経理責任者等は、次に掲げる事項を記載した政務調査費に

係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」というｄ）を作成し、
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政務調査費の交付を受けた翌年度の４月３０日までに議長に提出しな
ければならない。

(1)会派にあっては当該会派の名称及び代表者の氏名、会派に属さな
い議員にあっては当該議員の氏名

(2)経理責任者の氏名

(3)交付を受けた政務調査費.の額

(4)第５条に規定する使途基準に定める項目別の政務調査費による

支出の額及びその主たる内訳

(5)，交付を受けた政務調査費の額から政務鯛査費として支出した額．

を控除して残余がある場合においては、当該残余の額

２経理責任者等は、収支報告書を 提 出 す る と き は 、 そ の 支 出 に 係 る 領

収害等の写しを併せて提出しなければならない。

３ 第１項の規定 に か か わ ら ず 、 政務調査費の交付を受けた会派が解散

したとき又は会派に属さない議員が会派に属することとなったとき

若しくは議員でなくなったときは、経理責任者等であった者は、当

該解散の日又は当該会派に属することとなった日若しくは当該議員

でなくなった日から起算して.１０日以内に収支報告書及び領収書等の

写し（以下「収支報告書等」という。）を醗長に提出しなければなら

ない。

４議長は、前３項の規定により収支報告書等が提出されたときは、そ

の写しを市長に送付するものとする。

（説明要求等）

第８桑議長は、会派等に対し、政務調査費の交付を適正に実施す
る上で必要と認められる限度において、説明を求め、又は資料を提

出させることができる。

２議長は、会派等が第５条に規定する使途基準その他この条例に規定
する事項に違反すると認めるときは、その違反の是正又は改善のた

めに講ずべき措置を勧告し、又は命ずることができる。

（政務調査費の返還）

第９条会派等は、その年度において交付を受けた政務調査費の総
額から、第５条に規定する使途基準に従い支出した総額を控除して

残余がある場合は、規則で定めるところにより、当該残余の額を返

還しなければならない。

（収支報告書の保存）

ｂ
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第１０条議長は、第７条の規定により提出された収支報告書等を、
同条第１項又は第３項に規定する提出期限の翌日から起算して５年
を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。
(委任）

第１１条この条例に定めるもの.のほか、政務調査費の交付に関し必
要な事項は、規則の定めるところによる。

附則

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。

附則（平成１４年６月２８日条例第２４号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則‘(平成１５年６月２３日条例第２７号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成１７年１０月５日条例第４８号）

この条例は４平成１８年１月１日から施行する。

附則（平成１９年４月１日条例第１号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成２０年３月２８日条例第６号）

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。
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○岡崎市議会政務調査費の交付に関する規則

(趣旨）

第１条この規則は、

平成１３年３月３０日
･

規 則 第 ８ 号

の規定に

基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等）

第２条政務調査費の交付を受けよ う と す る 議 会 に お け る 会 派 又 は

会派に属さない議員（以下「会派等」という。）は、議長を経由して

年度当初速やかに様式第１畳による政務調査費交付申請害を市長に

提出しなければならない。

会派等は、前項の規定により提出した政務調査費交付申請害の記載

事項に変更すべき事由が生じたときは、速やかに髄長を経由して鐘

式第２畳による政務調査費変更交付申請書を市長に提出しなければ
ならない。

第１項の規定は、年度の途中において新たに結成された会派又は会

派から脱会し、若しくは除名され会派に属さなくなった議員が政務

調査費の交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、

同項中「年度当初速やかに」とあるのは「速やかに」と読み替える
ものとする。

(交付決定等）

第３条市長は、前条の規定により提出された政務調査琵交付申請
害又は政務調査費変更交付申請書の内容を審査し、政務調査費を交・

付(追加して交付する場合を含む。以下この条及び次条において「交
付」という。）又は返還させることが適当であると認めたときは、議

長を経由して様式第-3号による政務調査費交付決定(変更)通知書を
会派等に送付し、交付又は返還の決定を通知しなければならない。

（交付の請求）

第４条前条の規定による交付の決定の通知を受けた会派等は、次

の各号に掲げる月分の政務調査費の交付について、当該各号に定め
る期間内に様式第４号による政務調査費交付請求書を市長に提出し

なければならない。

（１）４月分から９月分まで当該通知を受けた日から５日以内

（２）１０月から翌年の３月分まで１０月１日から同月５日まで
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(3)年度当初の交付申請に係る交付決定以外のもの当該通知を
．受けた日から５日以内．

(交付時期等）

第5条市長は、前条の政務調査費交付申請害,の提出があった場合
は、提出のあった日の属する月の翌月の末日までに会派等に対し政
務調査費を交付するものとする。

(交付時期等の特例）

第６条当該年度において市議会の議員の任期満了に伴う選挙が執

行される等の事由により、前条までの規定により難い場合における

政務調査費の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額

については、別に定めるところにより、特例を設けることができる。

(会計帳簿の保存）、

第７条垂_例第－６条第－１項に規定する経理責任者又は会派に属さな

い議員は、同条第２項に規定する会計帳簿を、条例第７条第１項又

は第３項に規定する収支報告書の提出期限の翌日から起算して５年

を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。

(収支報告書の様式）

第８条垂例_第７桑に規定する収支報告書は、謹呈壁里_量による。

(返還の手続）

第９条塞例第９条に規定する規則で定める政務調査費の返還に係

る手続は、第２条第２項に規定する政務調査費変更交付申請害に韮

例第７－塁に規定する収支報告書等を添付の上提出してするものとす
る。

(委任）

第１０条この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必

要 な事 項は、別に定める。

附則

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

附則（平成１５年６月２３日規則第６９号）

この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成２０年３月２８日規則第２５号）

．この附則は、平成２０年４月１日から施行する。

■
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岡崎市議会政務調査費取扱要領

１使途基準

（１）使途に充当できる経費は、岡崎市議会政務調査費の交付に関する条例

（以下「条例」という｡）別表に規定する経費とする。この場合において、

同表のその他の経喪の項に規定する会派等が行う調査研究活動に要する経

費のうち議長が必要と認めたものとは、会派等で雇用するアルバイトの賃

金とする。

（２）使途に充当できない経蜜は、条例第５条各号に掲げる経賀とする。この

場合において、同条第３号に規定する議長が使途に適さないものと認める

経費は、次のものとする。

ア選挙及び後援会活動に関する経費

イ会議を伴わない飲食に係る経費

ウ私 的経費

２調査研究

調査研究のための視察研修に要する経費は、原則として、岡崎市職員等の

旅費に関する条例第２条第１項に規定する市長等の例により支出し、又は、

実費で精算しくその視察研修の実施の手続は、次によるものとする。

．（１）「調査研究視察計画書」を、あらかじめ蟻長に提出すること。（ただし、

海外視察は認めない。原則として同一議員による同一箇所への視察は、
１年度間にユ回とする｡）

（２）視察終了後、報告書（①視察目的②視察先③視察内容〔施設名、事業名
等〕④レポート〔提言等〕を明記し、関係資料を添付する｡）を議長に提出
すること。

（３）視察終了後の精算は、「調査研究視察明細書」により行うこと。

３広報紙

広報紙は、会派が行う調査研究活動及び議会活動並びに市の施策について
のみ掲載するものであって、議長へ提出するものとする。

４消耗品及び備品の購入及び管理

（１）消耗品及び備品（以下「物品」という｡）は、１件２万円に満たないも

のを消耗品、２万円以上のものを備品とする。

（２）物品の購入は、会派等において行い、その管理は、会派等の代表者の責
任において行うものとする。特に、備品は、政務調査費備品台帳に記載し
て管理するものとする。

なお、会派等の代表者は、毎年度ユ回その管理する備品及び政務調査費

1
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備品台帳について検査するものとする。

(3)備品の管理及び買換えについては、別紙「政務調査費における購入備品
の耐用年数表」を基準に行うものとする。

(4)会派の継続が不可能になった場合の物品の取扱いは、各派代表者間で協
議するものとする。

(5)会派控室に設置したパソコン、プリンタ等に要する消耗品、修理費等は

会派等で負担するものとする。

、

交通通信費

(1)ガソリン代及び電話代として、議員ユ人１ヶ月あたり、２万円（蟻長に

ついては１万円）を限度に支出することができるものとする（領収書は不

要とし、会派の代表者の支出証明書もって代える｡)。

(2)プロバイダ利用料として、議員ユ人ユヶ月あたり、実際に要した経費の

半額を支出することができるものとする。

Ｐ
。

~~

し

６経理

（１）領収書等の証拠書類の徴収と現金出納簿の正確な妃載を行うものとす
る。

（２）支出の決定は、「支出調書」により会派等の代表者が行うものとする。

（３）支出にあたっては、原則として、領収書を徴するものとする。ただし、
やむを得ず領収書を徴することができない場合は、代表者の「支出証明書」

をもって代えることができるものとする。

（４）領収書の宛先は、会派名（会派に属しない議員は競員個人名）とし、購
入物品等の名称を具体的に記載するものとする。（例：書籍なら書名、文具
ならボールペン等）

（５）経理責任者等は、政務調査費の出納のみを行う預金口座、会計帳簿（現

金出納簿）を備え、通I隈管理及び出入金の管理を行うものとする。

（６）収支報告書の記載にあたっては、できる限り具体的に記述し、支出調書

の写しを添付することとする。

ベ
』

７正副議長の政務調査賀

正副議長は、離脱した旧会派において政務調査を行うことを認めるものと

する。

８任期満了に伴う選挙が執行される年度における交付手続等の特例

市議会議員の任期満了に伴う選挙が執行される年度における政務調査費の

交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、次のとお
りとする。

（１）４月ユ日から任期満了の日までの期間に係る政務調査費

２
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ア交付額

条例第３条第１項に規定する月額に４月から当該任期満了の日の属す

る月までの月数を乗じて得た額（会派に交付する場合にあっては、当該

額に所属議員数を乗じて得た額）とする。

イ交付申請書及び交付請求書の提出

年度当初速やかに、上記アの額を交付申請額とする政務調査費交付申

請書を議長を経由して市長に提出し、交付決定通知を受けた日から５日

以内に、同額を交付請求額とする政務調査費交付請求書を市長に提出す

るものとする。

ウ交付時期

上記アの交付額を、政務調査愛交付請求書の提出のあった日の属する

月の翌月の末日までに会派等に交付する。

エ収支報告書の提出

上記アの交付額に係る収支報告書を、任期満了の日の属する月の翌月

末日までに議長に提出するものとする。

(2)選挙後の任期開始の日から当該年度の末日までの期間に係る政務調査

費

ア交付額

条例第３条第ユ項に規定する月額に当該任期開始の日の属する月の翌

月から当該年度の３月までの月数を乗じて得た額〈会派に交付する場合

にあっては、当該額に所属議員数を乗じて得た額）とする。

イ交付申請害及び交付請求書の提出

当該任期開始の日以後速やかに、上記アの額を交付申請額とする政務

調査費交付申請書を議長を経由して市長に提出し、交付決定通知を受け

た日から５日以内に、同額を交付請求額とする政務調査費交付請求書を

市長に提出するものとする。

ウ交付時期

上記アの交付額を、政務調査費交付請求書の提出のあった日の属する

月の翌月の末日までに会派等に交付する。

エ収支報告書の提出

上記アの交付額に係る収支報告書を、交付を受けた翌年度の４月30日

までに議長に提出するものとする。

附則

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。

附則

この要領は、平成２０年４月ユ日から施行する。

附 則

この要領は、平成２ユ年４月１日から施行する。

３


